
超高齢社会の進展と今後の製品安全行政

令和４年１０月
経済産業省 産業保安グループ

製品安全課



製品安全行政の概要
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●技術基準適合義務等
規制品目の追加
規制品目の技術基準改正

法律による事前規制
●重大製品事故の報告義務

重大製品事故情報の公表
事故原因の究明調査

重大製品事故情報の収集・公表

経年劣化対策

リコール（製品回収等）指導
リコールフォローアップ
「危害防止命令」

技術基準違反への対応
●販売時ＰＳマーク表示義務等

試買テスト（技術基準適合確認）
立入検査 等

●長期使用製品の点検実施義務等
長期使用製品安全点検制度

再発防止

●技術基準体系の見直し
仕様規定から「性能規定」へ

製品の販売・出荷停止、自主回収
「表示の禁止」「改善命令」
「危険等防止命令」等

消費者への情報提供

セミナー、イベント等の開催
リーフレット、チラシ等の配布
テレビ、ラジオ等での注意喚起 等

被害の拡大防止製品事故の未然防止

●標準使用期間等の表示義務
長期使用製品安全表示制度

○製品安全対策優良企業表彰

＜違反対応＞ ＜リコール対応＞

サプライチェーン全体（製造・輸入・流通・販売事業者等）の自主的取組を促進

製造・輸入時 使用時販売時

規制品目の追加、技術基準改正

注
意
喚
起

ライター ＬＥＤランプ 乳幼児用ベッド

○ESG投資を活用した企業への投資促進
○流通事業者のリコール協力の促進○モール運営事業者の違反対応協力

○リスクアセスメントの促進

製品安全政策の全体イメージ
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製品安全４法では、危害発生のおそれがある製品を指定し、製造・輸入事業者に対して国が定めた技術
基準の遵守を義務付け。
製造・輸入事業者は、自主検査を行い技術基準に適合した製品にＰＳマークを表示（○ＰＳマーク）。
危害発生のおそれが高い特別特定製品等（◇ＰＳマーク）については、自主検査に加え、国に登録した
検査機関の適合性検査を受検する必要がある。
販売事業者等はPSマーク表示がない製品を販売・陳列してはならない。

電気用品安全法（電安法）（457品目）

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（液石法）（16品目）

ガス事業法（ガス事法）（8品目）

消費生活用製品安全法（消安法）（10品目）

製品安全４法の概要

ライター、レーザーポインター、乳幼児用ベッド、石油ストーブ等

ＬＥＤランプ、延長コード、エアコン、冷蔵庫、電子レンジ等

ガス瞬間湯沸器、ガスこんろ、ガスふろがま 等

特定保守製品【２品目】長期使用製品安全点検制度は、点検が必要な
時期に、メーカーが所有者に点検時期を通知し、
所有者が点検を受けることで経年劣化による事故
を防止するための消安法上の制度。対象となるの
は2009年4月以降に販売した特定保守製品
令和３年８月、指定対象製品を見直し。９製品
→２製品へ

カートリッジガスこんろ等

※令和3年8月の改正で指定から外れた製品
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【・特定～（◇）：登録検査機関による適合性検査が必要 ・その他（○）：自己確認が必要】

（参考）製品安全４法の対象製品について
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重大製品事故報告・公表制度
製造・輸入事業者が重大製品事故の発生を知ったときは、10日以内に消費者庁に報告することを義務付け。
（消安法第35条）
販売事業者等が知ったときは、製造・輸入事業者に通知する責務がある。（消安法第34条第2項）
消費者庁は当該事故情報を迅速に公表。経済産業省は、ＮＩＴＥに対して原因究明調査を指示。（消
安法第36条）
調査結果は改めて公表し、注意喚起や命令・指導を行うことによって、再発防止を図る。

※2009年9月より、重大製品事故情報の収集・公表を消費者庁が担当、事故原因究明等を経済産業省が主に担当。



【参考】過去の重大な製品事故と対応(消安法に基づく危害防止命令等)
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（１）松下電器産業製石油温風暖房機による一酸化炭素中毒死亡事故

昭和60年から平成4年に製造した松下電器産業（株）製の石油温風暖房機による一酸化炭素中毒事故
が、平成17年1月から4月に3件発生して1名が死亡。同社はリコールを実施したが、同年11月に新たに1
件の事故が発生し1名が死亡。
・平成17年11月、松下電器産業に対して、消安法に基づく緊急命令を発動。

（２）パロマ工業製ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒死亡事故

昭和55年から平成元年に製造されたパロマ工業製の半密閉式ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素
中毒事故が、昭和60年から平成17年に28件発生し21名が死亡。安全装置が不正改造されたことに
より不完全燃焼が起こったことが原因。
・平成18年8月、パロマ工業に対して、消安法に基づく緊急命令を発動。
・平成20年6月、パロマ工業に対して、消安法に基づく危害防止命令を発動して再点検を命令

（３）ＴＤＫ製加湿器による火災事故

平成10年から平成11年に製造されたＴＤＫ（株）製の加湿器による発煙・発火事故が発生し
、同社は平成11年からリコールを実施。発煙・発火による非重大製品事故が46件発生していた
が、平成25年2月に火災事故が発生して5名が死亡。
・ 平成25年3月、ＴＤＫ(株)に対し、消安法に基づく危害防止命令を発出。

消費生活用製品の欠陥により、重大製品事故が生じた場合や、一般消費者の生命又は身体に重大な危
害が発生し、又は発生する緊迫した危険がある場合において、当該被害の発生及び拡大を防止のために、
経済産業省は製造・輸入事業者に対し、当該消費生活用製品の回収を図ることなどの必要な措置をとるよ
う命じることができ、これまで以下の様な対応の事例あり。
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（参考）非重大製品事故情報のNITEへの通知
事業者等が、ヒヤリハットやケガ、火傷などの軽微な事故等の情報を知ったときは、
ＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構）への任意の通知を求めている。
ＮＩＴＥは、事故原因の究明調査を実施し、調査結果を定期的に公表。

重大製品事故

非重大製品事故

製造・輸入事業者の

報告義務

●事業者への改善指導
●技術基準改正等に反映
●消費者への注意喚起 等

消費者庁
経済産業省

ヒヤリハット、ケガ、火傷などの軽度な事故、火災に至らない製品内部の焼
損・発煙・発火・異常発熱 等 年間約１５００～２５００件

事業者、消費者、消費者センター、地方自

治体、消防、警察等の任意通知

非重大製品事故通知

○調査結果を四半期ごとに公表

○事故情報速報の公表
（毎週金曜日）

○事故原因究明調査

○事故動向等解析専門
委員会で審議

注意喚起のための冊
子やリーフレット等
の発行

インターネット等による
情報提供、
メールマガジンの配信

講師派遣、啓発セミ
ナー等の公開

年間約９００件



2021年（1月～12月）に受け付けた重大製品事故件数は、合計1,042件。

うち死亡事故は34件。製品別で最も多いのは電気製品。

死亡 重傷 火災 一酸化炭
素 中 毒

後遺障害 計(うち火災による
死亡)

(うち火災によ
る重傷)

燃焼器具 ８ (5) 8 (5) 113 0 0 129(12.4%)

ガス製品 2 (1) 7 (4) 53 0 0 62(6.0%)

石油製品 6 (4) 1 (1) 60 0 0 67(6.4%)

電気製品 9 (8) 31 (0) 657 0 0 697(66.9%)

その他製品 17 (0) 162 (0) 37 0 0 216(20.7%)

合 計 34
(3.3%)

(13) 201
(19.3%)

(5) 807
(77.4%)

0
(0%)

0
(0%)

1,042
(100%)

注）：被害件数の合計を受付件数の合計数に一致させている。このため、
・「火災」の件数からは、「火災」かつ「死亡」（13件）、「火災」かつ「重傷」（5件）の件数を差し引いている。火災事故として報告された件数は825件となる。
・「一酸化炭素中毒」の件数からは、「一酸化炭素中毒」かつ「死亡」 （4件）の件数を差し引いている。
・死亡者のほかに重傷者も発生した事故（1件）は、 「死亡」として計上している。重傷事故として報告された件数は202件となる

2021年の重大製品事故受付件数
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重大製品事故件数の推移 ※年（1月～12月）別重大製品事故報告の受付件数ベース

（年）

（件）

788

1,424

1,227
1,142

1,112
1,137

907
816

873

1,222

1,042

2021年の重大事故受付件数は1,042件となり、前年比で23件の増加、前々年比で180件の減少

2019年に多く報告されている自転車製品等に代表される「その他製品」の事故は前年比で44件の減少

電気製品に関しては前年比61件の増加。
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＜重大製品事故の原因分析と経年変化＞

（件）

製品起因となった事故には、引き続き、必要に応じて事業者にリコール等の対応を促していく。
誤使用・偶発的事故等の発生割合も高くなっており、こうした事故を減少させていくことも重要。

受付年 製品起因 経年劣化
設置・

修理不良
誤使用・
不注意

偶発的事故
等

原因不明 調査不能
非重大製
品事故等

調査中 合計

2018年
246件 54件 24件 77件 160件 236件 10件 6件 0件 813件

30% 7% 3% 9% 20% 29% 1% 1% 0% 100%

2019年
360件 46件 31件 85件 232件 420件 35件 6件 7件 1,222件

29% 4% 3% 7% 19% 34% 3% 0% 1% 100%

2020年
279件 31件 18件 81件 173件 303件 45件 4件 85件 1,019件

27% 3% 2% 8% 17% 30% 4% 0% 8% 100%

※数字は令和3年9月末月時点

重大製品事故の原因究明
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消費者とのコミュニケーション強化と
本質的な製品安全の推進による

製品安全市場の確立



１．消費者とのコミュニケーションによる事故防止

２．本質的な製品作りへの環境整備

３．製品安全市場の担い手との連携強化

12

４．消費者との更なるコミュニケーション



高齢者関連事故の概況

製品別事故における高齢者（60代以上）の割合
※重大製品事故報告件数ベース

2007年 2021年
重大製品事故全体 37.0% 42.9%

（参考）
高齢者人口の割合 2005年：20.2%→2021年：29.1％（総務省統計局）
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製品事故の被害は高齢になるほど重篤になる傾向にあり、70代、80代の高齢者では死亡事故が特に多い。
超高齢社会において高齢者の事故対策は喫緊の課題。

2021年には重大製品事故全体のうち、60代以上の高齢者による事故の割合が約4割と高水準。

一般的に年齢が高まるにつれ身体・認知機能の低下することから、不注意・誤使用による重大製品事故が
70代、80代では約5割程度と他の年齢層より高くなっている。



除雪機による死亡事故の発生状況について
2011年度から2020年度までの直近10年間で除雪機による事故は40件発生

40件の事故のうち死亡事故が25件（約6割）、被害者が60歳以上の事故が31件（約8割）

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0~39歳 40歳代 50歳代 60歳代
70歳代 80歳以上 不明

過去10年間除雪機による事故被害者年齢分布

□は被害者が60歳以上

【事故事例紹介】
(1)除雪機の下敷きになった事故
事故発生年月日 2019年2月（新潟県、80歳代・男性、死亡）
除雪機を使用中、下敷きになり、１人が死亡した。

(2)後ろの壁と除雪機の間に挟まれた事故
事故発生年月日 2016年2月（岩手県、70歳代・男性、死亡）
除雪機と小屋の柵に挟まれ、病院に搬送後、死亡が確認された。

(3)オーガに巻き込まれた事故
事故発生年月日 2020年2月（北海道、60歳代・女性、死亡）
除雪機のオーガに巻き込まれた状態で発見され、死亡が確認された。

(4)詰まった雪を取り除こうとしてけがを負った事故
事故発生年月日 2019年1月（新潟県、60歳代・男性、重傷）
除雪機の排雪口に詰まった雪を取り除こうとしたところ、右手指を負
傷した。

オーガ

排雪口

14



(1)除雪機の下敷きになった事故
(2)後ろの壁と除雪機の間に挟まれた事故

【注意喚起事項】
○走行する際には、転倒したり、挟まれたりしないよう、周囲の状況に十分注意する。
○除雪作業をする場所の周辺に特に子どもを近づけないよう、気をつけてください。
雪を飛ばす先にも人がいないことを必ず確認してください。

(3)オーガに巻き込まれた事故

【注意喚起事項】
○デッドマンクラッチなどの安全機能を正しく使用する。

安全機能を無効化することで、使用者が転倒などした際に除雪機が停止せず、
除雪機にひかれたり、巻き込まれたりするおそれがあります。デッドマンクラッチを固定
するなどして無効化したり、緊急停止クリップを装着しない状態で使用したりすること
は非常に危険です。

(4)詰まった雪を取り除こうとしてけがを負った事故

【注意喚起事項】
○雪詰まりを取り除く際は、エンジン及び回転部の停止を確認し、雪かき棒を使用す

る。

NITEにおいて、死亡事故につながる可能性のある、危険なポイントをわかりやすくまとめた注意喚起動画を作
成、今シーズンの広報活動において活用している。
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（参考）除雪機による死亡事故への対応状況



除雪機による死亡事故への対応状況

【プレスリリース取り上げ状況（令和2年度）】
○2021年1月28日（木）報道件数：40件
テレビ報道13件、Web記事23件、新聞4件

【プレスリリース取り上げ状況（令和3年度）】
○2021年12月23日（木）報道件数：188件
テレビ報道24件、Web記事159件、新聞5件

【合同プレス以外の除雪機に関する注意喚起取組】
①2021年12月31日BS朝日「宇賀なつみの そこ 教えて！」（お知らせコー
ナー）
＃40「除雪機による事故に注意」

②2022年1月2日 政府広報ラジオ「除雪機による事故に注意」
③2022年1月9日政府広報ラジオ【青木源太・足立梨花Sunday Collection】
冬の死亡事故に注意

④2022年1月14日～21日 Google広告による注意喚起
64万3千回の広告表示、3,600件のクリックあり

※随時寒波前などTwitterによるタイムリーな
注意喚起ツイートを実施

2020年冬季に除雪機による死亡事故が多発したことから、2021年冬季には積極的な広報を展開。

2021年12月23日に消費者庁、 NITEと合同で注意喚起を実施したことで前年に比べ4.5倍以上のメディアで
報道。豪雪地帯を中心とした地方新聞社関連のWeb記事が多く見られた。

2022年に入ってからも除雪機の事故情報を確認したため、1月14日に、豪雪地帯を含む地方局（北海道、東
北、関東、中部、近畿、中国）と連携し再度、注意喚起を実施。

⇒ これらの取組の結果、2021年冬季（2021年12月～2022年3月）の除雪機による死亡事故の件数は
前年に比べ低い水準といえる。
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１．消費者とのコミュニケーションによる事故防止

２．本質的な製品作りへの環境整備

３．製品安全市場の担い手との連携強化
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４．消費者との更なるコミュニケーション



高齢者の製品事故対策の取組の方向性（非規制的アプローチ）
高齢者の製品事故対策については、「NITEによるリスクアセスメント」と「産総研による高齢者の行動・身体
特性把握」の両輪で取り組むことが必要不可欠。
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（参考）特に対策が求められる製品群
高齢者の重大製品事故のうち、事故の件数が多く、重傷・死亡率が高い製品として以下が見られた。これらの
製品は特に対策が求められるといえる。

介護ベッド、手すり、車いす等の高齢者の身体機能を補助する機能を持つ製品
脚立・踏み台・はしご等の高所作業を伴う製品

・介護ベッド

施設で使用者（80歳代）がベッド柵と介護ベッドの間に

けい部が挟まった状態で発見された。

H30.3 死亡

・車椅子

当該製品を使用中、肘掛けの後端部に衣類が引っ掛かっ

た状態で、座面からずり落ち、衣類が深く肘掛に引っか

かり、衣類で首元が圧迫された状態で発見された。

H29.9 死亡

・手すり

使用者（80歳代）が上下２段の手すりがある床置き式介

護手すりのパイプ間に首が挟まった状態で発見され、死

亡が確認された。

H23.11 死亡

・椅子

使用者（80歳代）が畳の上にあった当該製品に着座しよ

うとしたところ、転倒し、胸部を負傷した。

H30.2 重傷

・脚立

使用者は両手に木板を持ち、当該製品の天板を跨いで上

から２段目の踏ざんに乗った状態から降りる際に転倒し、

負傷した。

H24.7 重傷

特に対策が必要な製品の事故事例



高齢者関連製品のリスクアセスメント
高齢者の重大製品事故が発生している製品群について、NITEにおいて、事故情報等を元にしたリスクアセス
メントを実施。

一見すると誤使用・不注意による事故であっても高齢者の行動特性が関係していた可能性があり、製品側で
更なるリスク低減が可能かを検討。必要に応じ関連基準の改定に繋げる。併せて利用者側でのリスク低減
策についても検討。

危害シナリオ*の作成

FT図、FTAの作成

製品のライフサイクルに配慮した
リスク低減策の検討

リスク分析・評価の実施（R-Map）

効果的なリスク低減策の提案

NITE事故情報の分
析、対象製品の選

定

外部機関のヒヤリ
ハット情報を収集・

分析＋

＊：危害シナリオ：ハザードか
ら危害に至る具体的なシナリオ
（筋書き）

FTA (Fault Tree Analysis : 
故障の木解析)
の元になるFT図のモデル

資料：NITE製品安全センター 20
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介護ベッドのリスクアセスメント
まずは介護ベッドで首が挟まる事故等に関して、NITE事故情報や外部機関情報から事故の危害シナリオを
作成し、事故が発生した際の頻度・危害の程度をマトリクス化した R-Map によるリスクアセスメントを実施。効
果的なリスク低減策の提言を目指す。

新JIS対応品であれば大幅にリスクが下がる等のリスクアセスメントの結果及びリスク低減策を関係業界・関係
機関に共有し、対策を働きかけることで高齢者事故の防止に繋げる。

介護ベッド以外の製品についてもリスクアセスメントの実施を進める。

R-Mapにプロットしたリスク分析・評価

リスク対策前

リスク対策後

資料：NITE製品安全センター



介護ベッドの事故についての注意喚起

令和2年度のNITEリスクアセスメントの成果をもとにリーフレットを作成し、
令和3年11月にNITE・METI・関係団体と連携の上で注意喚起を行った。

22
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高齢者の特性を踏まえた製品設計に向けた考え方の取りまとめ
高齢者行動ライブラリのデータ及び重大製品事故情報等を活用し、「高齢者の生活機能変化に
配慮した安全に関するユニバーサルデザインの実現に向けて」を作成。
身体機能・認知機能の変化が見られる高齢者の特性、高齢者・製品の使用環境・ケアラーの関
係を理解した上で製品を設計するにあたっての留意点を記載。今後は安全基準・規格策定に繋
げる。

高齢者と製品を取り巻く関係

身体機能の低下により十分な力が発揮できないことを想定しているか

視力の低下等により十分に製品機能や構造を認識できないことを想定して
いるか

聴力の低下により警告音などを認識できないことを想定しているか

皮膚の知覚機能の低下等により温度や刺激への反応が鈍化していることを
想定しているか

認知機能の低下により使用方法や注意表示を理解しにくくなっていること
を想定しているか

ケアラーにとっても安全で使いやすい製品か

経年劣化など長期間の使用による危険性が分かりやすく示されているか

想定される誤使用（日常的使用）の予防対策がとられているか

想定される使用環境・状況を消費者が容易に判断できる情報を提供してい
るか

高齢者の安全について検討された製品であることを消費者が容易に判断で
きる情報を提供しているか

高齢者の安全のために製品全般に求められる10のポイント
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（参考）「高齢者製品事故防止に関するハンドブック」の作成

令和元年度に、高齢者行動ライブラリのデータ及び重大製品事故情報等を活用し、 「高齢者製品事故防
止に関するハンドブック」を作成。
身体機能・認知機能の変化が見られる高齢者の特性、導入する製品を選択するにあたっての留意点等を
記載。製品開発事業者及び高齢者・ケアラーの双方に活用いただくことを想定。

https://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/pdf/koreisyahandbook.pdf



高齢者行動ライブラリ活用と高齢者向け製品の安全性規格等の検討
令和４年度は、高齢者が使用する可能性のある複数製品に共通して適用されるJIS規格策定や事故リスク
分析への活用を念頭に、車いす、手すり、椅子、脚立及び除雪機について、高齢者の行動特性が十分に配
慮された規格が整備されるよう、その基礎となる高齢者の身体関連データを取得・整備を行う。

加えて「高齢者行動ライブラリ」の発展的な活用に向け、システムの改修や必要な市場調査等を実施予定。

R2年度事業成果物を活用し身体関連データの取得 行動ライブラリの新たな活用方法の検討等

身体関連データと行動ライブラリ上の動作データを掛け合わせ
より安全な製品の開発に寄与する情報を事業者へ提供する

・市場のニーズ調査等も行う
・製品安全コミュニティとの連携等

25
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本質的な製品安全を実現するための検討

調査・分析
【目的】
・高齢者の重大製品事故の
低減
・高齢者が遭遇する事故の
重症化防止

製造事業者等へのアプローチ
【目的】
・製品の安全性向上による
企業価値の向上
・日本の標準を世界のスタン
ダードに

消費者等へのアプローチ
【目的】
・安全性が確保された製品を
適切に選択
・安全な使用方法の徹底

重大製品事故の傾向分析

データライブラリの構築・公表
（H28fy～R1fy）

基礎的な身体寸法、動作の計測

誤使用等事故・
非重大事故も含めリスクアセス

個別企業の実証事業
（H29fy～R1fy）

ガイドライン策定（R1fy）
✓製品全般に求められる10のポイント
✓特に対策が必要な5つの製品群 （消安法の特定製品に指定し強制規格化）

事故が社会
問題化する
リスク

JIS取得のインセン
ティブの仕掛け

介護保険制度との
調整（福祉機器）

ハンドブック策定（R1fy） 福祉の現場での注意喚起

プレスリリース、セミナー等
のコンテンツによる広報活動

リビングラボに参画し共創

まずは特に対策が必要な５つの製品群について、個別製品規格の不備・不足を十分に踏まえて、JISの新規策定又は改訂を検討する。

規格が企業・業界団体に使われるよう、過去使われてこなかった既存規格の問題点を検証。規格取得のインセンティブ作りも展開。

これまでの取組も活用し、高齢者に加えて一般消費者の誤使用等による重大製品事故を防止
するため、安全な製品・機能の開発促進と消費者が安全な製品を選択する製品安全市場の確
立に向けて、PSアワード受賞企業等と検討を開始する。

PSアワードの活用（R2fy～）

新たな
アプローチ
方法の開発

高齢者に特有の身体・行動特性を踏まえた、（JISの整
備・見直し、）製品づくりの促進・インセンティブの
仕掛け



１．消費者とのコミュニケーションによる事故防止

２．本質的な製品作りへの環境整備

３．製品安全市場の担い手との連携強化
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４．消費者との更なるコミュニケーション
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製品安全対策優良企業表彰（ＰＳアワード）
企業による製品安全の先進的な取組を讃えることで、事業活動や消費生活において製品安全が重要な価値
として定着し、社会全体で製品の安全が守られることを目的として、平成19年度から実施。

これまでに延べ１７２の企業・団体が受賞。



製品安全対策優良企業表彰（ＰＳアワード）
企業による製品安全の先進的な取組を讃えることで、事業活動や消費生活において製品安全が重要な価
値として定着し、社会全体で製品の安全が守られることを目的として、平成19年度から実施。

令和3年度の受賞企業
○大企業 製造事業者・輸入事業者部門
優良賞 AGCテクノグラス株式会社

○特別賞
ネットモール運営事業者部門 アマゾンジャパン合同会社

○中小企業 製造事業者・輸入事業者部門
経済産業大臣賞 徳武産業株式会社
技術総括・保安審議官賞 株式会社近澤製紙所
技術総括・保安審議官賞 株式会社アテックス
優良賞 サクラパックス株式会社

○大企業 小売販売事業者部門
経済産業大臣賞 株式会社ベネッセコーポレーション

○中小企業 小売販売事業者部門
経済産業大臣賞 株式会社カイノ電器

（写真）令和３年度の表彰式の様子

★令和２年度より、特別賞に「ネットモール運営事業者部門」を新設。
★令和３年度は、重点課題として「製品安全実現に向けたサプライチェーン全体の管理」、「高齢者における製品事故の未然防止に

向けた取組」を設定し特に評価。

29
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製品安全対策ゴールド企業
経済産業大臣賞を計3回受賞した企業は「製品安全対策ゴールド企業」として認定。

製品安全対策ゴールド企業認定から5年経過ごとに、認定時の取組が引き続き維持されているか、審査委員会で
フォローアップを実施。

ロゴマークにはフォローアップを受けた回数に応じて星マークが追加。

○大企業 小売販売事業者部門
上新電機株式会社（平成26年度）★

○大企業 製造事業者・輸入事業者部門
株式会社バンダイ（平成27年度）★

○中小企業 製造事業者輸入販売事業者部門
株式会社相田合同工場（平成27年度）★

○大企業 小売販売事業者部門
株式会社イトーヨーカ堂（平成27年度）★

○大企業 製造事業者・輸入事業者部門
ＹＫＫ ＡＰ株式会社（平成29年度）

○中小企業 製造事業者輸入販売事業者部門
アキュフェーズ株式会社（平成29年度）

製品安全対策ゴールド企業（認定年度）

（写真）株式会社イトーヨーカ堂フォローアップ通知時の様子
（左）製品安全課 原課長（当時）
（右）株式会社イトーヨーカ堂 三枝代表取締役社長

フォローアップ版ロゴマーク通常版ロゴマーク



･･･1～2社
･･･3～5社
･･･6社以上

北海
道

青森

岩
手

秋
田

宮
城

山
形

福島
新潟

栃木 茨
城

群馬

千
葉

埼玉

東京
神奈川

富山

石川

長野
岐阜

静岡

山梨

愛知

滋賀

三
重奈

良

鳥取

山口

岡山
広島

福
井

兵庫

高知
徳島福

岡

熊
本

佐賀

鹿児島

長崎

沖縄

東北地方
宮城県 1社
山形県 1社
関東地方
群馬県 1社
埼玉県 3社
千葉県 3社
東京都 46社
神奈川県 3社
新潟県 8社
長野県 3社
静岡県 1社
中部地方
富山県 2社
岐阜県 1社
愛知県 5社
三重県 1社

近畿地方
滋賀県 1社
京都府 3社
大阪府 20社
兵庫県 5社
奈良県 4社
和歌山県 2社
中国地方
鳥取県 1社
岡山県 2社
広島県 1社
山口県 1社
四国地方
香川県 1社
愛媛県 1社
高知県 2社
九州・沖縄地方
福岡県 1社
熊本県 1社
大分県 2社

（令和４年２月時点）

（参考）製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）
都道府県別 受賞企業数
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サプライチェーンを構成する事業者全体で製品安全に取り組む体制を整備

●高齢者の事故防止に向けた取組
●サプライチェーン全体の管理、
●ステークホルダーに対する情報発信

令和2年度の取組

令和3年度の取組
●高齢者の本質的安全WG
●製品安全の価値化WG

令和４年度の方針
（「知」の共有）

●審査委員の知の共有
●企業における知の共有
（コミュニティ向け製品安全研修）

●WGの拡大
●製品安全ファミリーの拡大
（自己宣言制度の本格実施）

政府が促進しているサプライチェーン全体で製品安全に取り組む体制構築に向けた先駆けとして、製造・販売の
業種・業態の枠や、大企業・中小企業の垣根を越えた受賞企業間での異業種交流の場を提供。

自発的な企業間連携が生まれ、ビジネスチャンスの拡大にもつながっている。
受賞企業と審査委員等の有識者、経済産業省、NITE等との交流を通じて、先進的な製品安全の取組につい
ての検討と製品安全文化の醸成を図る。

32

製品安全コミュニティ
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製品安全対策自己宣言（2022年度開始）
PSアワードへの応募はハードルが高いと感じるとのご意見を事業者からいただいているため、そうした企業が製品
安全の取組状況を自ら確認（チェック）し、将来のPSアワード応募につなげていただけるよう、「製品安全対
策自己宣言」の取組を新たに開始予定。（2022年6月30日 経産省HPお知らせ済）
PSアワードへの応募企業の増加とともに、自己宣言の普及にも取り組む。

チェックシート
「製品安全に関する事業者ハンドブック」、「製品安全に関する流通

事業者向けガイド」に基づき作成。チェックシートに記入。チェックを入
れると点数が集計され、自社の取組度を確認可能。

33

＜利用手順＞

自己宣言書
チェックシートを用いて自社の製品安全の取組状況および課題につい
て確認したこと、将来に向かって現在の取組の維持・発展と課題に向
けた努力を行い、製品安全に積極的に取り組むことを宣言する。

【対象事業者：製造事業者、輸入事業者、小売販売事業者】
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製品安全企業向け研修
製品安全コミュニティ内で経済産業省、PSアワード審査委員、受賞企業の各々が有している製品安全に関する
情報及び問題意識が十分に共有できていないため、製品安全コミュニティの令和4年度方針（「知」の共有）
の実現に向け、主にPSアワード企業を対象とする製品安全研修を実施する。

過去2年間のコロナ禍の影響により、製品安全コミュニティにおける双方向のコミュニケーションが十分に図れてい
ないため、製品安全のトップランナーによる異業種交流や企業間連携により、製品文化の更なる発展につなげる。

製品安全研修 概要
日時：2022年11月21日～22日
場所：経済産業研究所
対象（予定）：

・PSアワード受賞企業
・自己宣言企業
・関係機関職員
・経済産業省職員

実施規模：
・現地（80名程度；PSアワード受賞企業優先）
・オンライン（人数制限なし）

【研修内容】
①＜基調講演＞製品安全とは
②製品安全行政の現状と今後の政策推進のあり方
③効果的なリコールの周知法
④高齢者の事故防止
⑤PL 法の最新論点
⑥品質不正の現状
⑦製品安全に関するベストプラクティスの共有
（受賞企業の好取組紹介）

⑧製品安全は、日本で確立、世界で展開
(ニトリでの取組紹介)

⑨製品安全に関する課題共有【グループディスカッション】
⑩課題解決に向けた検討【全体ディスカッション】



１．消費者とのコミュニケーションによる事故防止

２．本質的な製品作りへの環境整備

３．製品安全市場の担い手との連携強化
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４．消費者との更なるコミュニケーション



製品安全における広報戦略の強化（ Twitter ）
2010年より、製品安全課では情報発信ツールとしてTwitterを活用。現状のフォロワー4,477人
（2022/2/14現在）。
具体的な戦略として、①アイコン、背景の変更、②公式マークの取得（7/8取得）、③重大製品事故やリ
コール情報に関するツイート（“戦時のツイート”）のフォーマット変更、④製品安全に関するオリジナルツイート
（“平時のツイート”）の充実、⑤地方局、NITE、消費者庁等と積極的にリツイート等周知連携を2021年4
月より実施
閲覧数は、前年同月と比較して平均43万件程度増加（増加率8.66倍）。11月の製品安全総点検月
間は特に力を入れてツイートを拡充させたため前年比9.34倍の閲覧数となった。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 AVERAGE

2020年 67,767 58,284 53,702 48,813 29,160 53,524 58,200 28,175 110,826 56,495

2021年 133,753 89,995 192,901 2,456,567 474,421 97,575 478,873 263,254 214,617 489,106

増加数 +65,985 +31,711 +139,199 +2,407,754 +445,261 +44,051 +420,673 +235,079 +103,791 +432,612

増加率(倍) 1.97 1.54 3.59 50.33 16.27 1.82 8.22 9.34 1.97 8.66

月別Twitter（@kochijiko）インプレッション(※1)数及び遷移

https://twitter.com/kochijiko

製品安全総点検月間（11月中）に最も多くの
インプレッション数(45,765)を獲得したトップメディアツイート

本省（製品安全課） 消費者庁地方局（製品安全室）

NITE 国セン・消セン

消費者広報連携概略図
○積極的にツイートを引用リツ
イートし多くの消費者へ情報を
拡散

○地方紙、地方テレビ等地域
に特化したへのリリースの際は
重点的な内容を周知
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※1：インプレッションとはTwitter上でツイートが表示された回数



昨年度より、子供向けの新聞媒体を通じ、小学生およびその家庭をターゲットとし具体的製品の製品安全の
チェックポイントを普及・啓発。今年度は、アニメキャラクターとコラボし子供の関心を高める取組も実施。

本年11月の「製品安全総点検月間」では、PSアワード受賞企業、製品安全自己宣言企業である全国の約
300の電器店舗において製品安全イベントを実施する。
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消費者への新たなアプローチ方法の開発

（出典：読売KODOMO新聞 2022年8月18日発行）

〇製品安全イベント概要
目的 より幅広い世代の消費者と電器店とのコミュニケーションが図られることで、

消費者の安全意識の向上につなげる
日程 2022年11月5日(土)以降の土日

※開催日は店舗にて設定

イベント内容

景品

製品安全オンラインクイズゲーム※に挑戦し、クリア画面をイベント開催店舗に提示する
と景品（製品安全に役立つ情報が記載された下敷き）を獲得できる。

※ゲームは以下の２種類
○NITE（高学年向け）
「くらしのキケンを「うんこドリル」
で学ぼう～
【独法初】NITEが3世代で学べるオン
ラインゲーム～」
家の中で発生する製品事故全般が対象

〇YKK AP（低学年向け）
「うんこ おうちの安全ドリル まど
とドア編」
家の中で発生する製品事故のうち、
主に窓やドアが対象

対象 小学生
開催店舗 電器店 約300店舗

裏面には
製品安全に立つ
情報を記載
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（参考）安全機能を有した製品例（YKK AP)
指のはさみ込みリスク低減

首への巻き付きリスク低減

断熱玄関ドア「ヴェナート D30」

高窓・収納網戸用操作ひも「ループレス」

出典元：YKK AP

操作ひもがループ状になっているため、
首などへ巻き付いてしまうリスク有



3
9

洗濯物を水槽から取り上げる際の腰への
負担を軽減し、腰痛発症を防止する効果

（参考）安全機能を有した製品例（Panasonic）
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室温が27℃以下の場合、
約27℃で便座を保温

瞬間暖房便座

便座に長時間、座っていたとしても低温や
けどを防止する機能

腰痛発症のリスク低減 低温やけどの受傷のリスク低減

出典元：パナソニック
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（参考）安全機能を有した製品例（徳武産業）

個々の高齢者の身体的特徴に合わせた靴を提供する
ことにより、転倒のリスクを軽減

転倒のリスク低減

出典元：徳武産業
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（参考）安全機能を有した製品例（日立）

グリルのドア表面温度を100℃以上の高温から下げることで、
誤って近づいた場合のやけどのリスクを軽減

やけどのリスク低減

出典元：日立
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（参考）安全機能を有した製品例（LIXIL）
階段の先端を見分けやすくし、足をかけた際にすべりにくくすることで、
階段昇降時の転倒によるリスク低減

階段での転倒のリスク低減

出典元：LIXIL

滑り止め視認性 クッション性

明るい時 薄暗い時 明るい時 暗い時(蓄光タイプ)

ワイドラインタイ
プ

蓄光タイプ
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（参考）安全機能を有した製品例（マツ六）

転倒防止・指のはさみ込みリスク低減

出典元：マツ六

●遮断機式手すりシリーズ●遮断機式手すりシリーズ

うっかり手を放してもうっかり手を放しても
急に倒れてこないからあんし

ん！ ※緩衝ストップ機構付き※緩衝ストップ機構付き



評
価

認
知

選
択

⑤「製品安全市場」の創出

国民・消費者

④コア企業の拡大

③消費者による信任

経済産業省・産総研・NITE
企業と消費者とのコミュケーションツールの開発

①製品安全市場の創出に
向けた機運の醸成

PSアワード受賞企業群
②製品安全トップランナー企業による

メッセージの発信
（消費者とのコミュニケーション）
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製品安全行政が目指すべきゴールと取組方針
消費者が「製品安全」を認知し、「製品安全」ブランドの製品・サービスを優先的に選択する
「製品安全市場」の創出につなげる。

自己宣言企業群

④コア企業の拡大


